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社会福祉法人宇和島福祉協会 理事長　緒賀 正輝（障－19期、№02663）
障害者支援施設 豊正園 施設長　酒井 慎司

1．「基心」を理念とした法人運営と事業展開
　当法人は、昭和34年に設立され、当初は生
活保護法に基づく授産施設の設置、運営を行っ
ていた。その後、地域のニーズに応える形で、
平成元年に当該授産施設を廃止し、同年４月に
障害者支援施設豊正園を開設した。現在は、
障害者支援施設、多機能型支援事業所、グルー
プホーム、相談支援事業など障害者関係の事業
を展開している。
　法人の理念ともいうべき法人訓は「基心」であ
る。基心とは、基本を学び、心学を基礎とした
心の教育を学ぶことである。具体的には、人とし
ての礼節、礼儀、道徳などを大事にしようとする
ものであり、基本的な職員教育の理念にもなって
いる。
　中核施設となる豊正園は、愛媛県西南部の
宇和島市の宇和海に面した海岸部に立地し、
温暖で豊かな自然環境の中で知的障害のある
利用者にやすらぎのある生活空間を提供し、地
域との交流を積極的に図りながら自立に向けた取
り組みを行っている。現在約55名が利用されて
いるが、開設後約25年が経過し、利用者の高
齢化対策が大きな課題となっている。

2．苦情解決の取り組みの停滞に直面
　豊正園では平成12年10月から苦情解決規程
を整備し、本格的に苦情解決への取り組みを始
めた。苦情受付担当者、苦情解決責任者、第
三者委員を選任し、それぞれの役割を明確化し、
利用者やその保護者への周知を行い、受付書
や報告書等の様式の整備などを行った。
　また、職員に対しては、苦情も含めて利用者
からの要望も幅広く汲み取り、よりよいサービスに
つなげて欲しいということを、機会あるごとに説明
していた。実際に苦情解決の仕組みが浸透して
いくにはかなりの時間を要したが、徐々に対応件
数も増えてきた。
　苦情の内容で多いのは、利用者間の人間関
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係の問題、設備の不備に関するものである。そ
れぞれ申し出ごとに話し合いや設備修繕等によっ
て解決してきたが、苦情を申し出る利用者やその
受付を行う職員が一部に限られてしまうという傾
向が強かった。
　さらに、苦情の件数もここ数年は減少傾向に
あることから、この仕組みが充分に機能している
とはいえないとも感じていた。
　そうした矢先、数年前から取り組んでいるＱＣ
活動において、１つのサークルが「苦情解決を見
直そう」というテーマで取り組むこととなった。以
下、その活動内容の一部を紹介する。

3．苦情解決の仕組みをどのように活性化さ
せるか

（1）現状の把握
　苦情受付件数が年々減少傾向にあり、利用
者は苦情受付そのものが理解できていないことが
わかった。また、職員についても、苦情があった
場合、個々の判断で対応し、課題を解決してい
たため、苦情に関する記録を提出するに至らな
かった職員が多くいたことが判明した。
（2）対策の立案
　苦情解決に関するサークル内での勉強会の実
施、利用者説明会の実施、分かりやすい受付
箱の設置、受付用紙の作成・設置、苦情・要
望の判断基準の明確化、苦情解決の流れの明
確化など11の具体的対策を実施した。（図1、2）
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図 1　口頭で寄せられた苦情解決のフローチャート
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図 2　苦情（要望）受付マニュアル（抜粋）

（3）効果の確認
　目標達成率
　①苦情受付があることを知っている（利用者）

 ……………………………………… 67％
　② 苦情受付とはどのようなことか知っている（利

用者） ……………………………… 39％
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　③苦情解決の手順が分かり易くなった（職員）
 ……………………………………… 90％

　④ 苦情かどうかの判断基準が分かり易くなった
（職員） ……………………………… 90％

（4）対策の波及効果
　①利用者と話し合う機会が増えた
　② 問題を後回しにせず早く解決しようとする職

員の意識が向上した
　③利用者からの相談が増えた

4．職員の意識面に大きな効果
　苦情受付の件数は、平成23年度は年間６件
であったが，ＱＣ活動で取り上げた平成24年度
が15件、平成25年度が10件と、わずかではあ
るが増加した。また、苦情を申し出る利用者や
受付する職員についても、それぞれ４～５名ずつ
増加した。
　苦情の内容は利用者間の人間関係やトラブル
に関するものが圧倒的に多いが、これまではあま
り見られなかった、サービス内容に関するものや
利用者個人の嗜好・選択に関するものが増加し
ており、職員と利用者とが具体的なサービスにつ
いて話し合い、個別の対応や改善を図る機会が
増えてきていることが伺える。
　今回のＱＣ活動で何よりも効果があったことは、
職員間の意識の見直しである。苦情という用語
に対してマイナスのイメージが強かった中で、苦
情解決を要望も含めて受け付け、組織として解
決していくことがサービスの質の向上に繋がるとい
うことを、多くの職員が認識し、理解できたと思う。
　現在は、利用者に対しては毎月の自治会にお
いて苦情の出し方を説明したり、職員に向けて
は苦情等の内容について一つずつ朝礼や終礼
で報告し、書面を掲示板に掲示するなどしてい
る。利用者・職員ともに意識を継続させていくこ
とに努めているが、苦情受付の重要性をさらに高

めていく意識付けの必要性があると感じる。

5．人材の確保が今後の課題に
　サービスの質の向上のため、当施設で行って
いる研修としては、社会福祉士や介護福祉士等
の資格取得の奨励、新任職員研修としての
チューター制度、ＱＣ活動、関係団体が主催す
る各種研修会等の参加奨励などであり、今後も
継続していく予定である。
　さらに、より効果的な研修制度についても模索
している。特に利用者が高齢化していく中にあっ
て、ソフト・ハード両面による対策が必要となって
いる。平成24年度は、特殊浴槽を整備して入
浴環境の向上を図り、平成25年度からは非常
勤の理学療法士を１名雇用し、リハビリ訓練を行
ないながら身体機能の維持や低下の防止に努め
ている。
　一方、利用者のサービスを直接支える人材不
足が顕著であり大きな課題となっている。急な退
職や育児休業による職員の補充や新規採用が
必要となることが少なくない。各種の就職説明会
に出席するなど、いろいろな手段を講じながら常
に職員募集をしている状況である。こうした状況
の対策として、平成26年度から法人内に人事部
を設置し、専任の職員１名を配置してハローワー
クとの連携や学校や養成機関との連携、求人活
動、地域の人材情報の把握などに努めているが、
設置して間もないため、円滑な職員の採用までに
は至っていない。今後どういった活動を行うこと
が望ましいのか。計画的な採用や人事管理を進
め、優秀な人材の確保と育成に努めていくかが
課題である。
　今後も苦情解決の機能を充分活用し、職員
研修の充実を図りながら質の高い、安心・安全
な福祉サービスの提供に努めていきたい。


